
４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

⑴ 勤務時間の概要 

職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分（国：１週間当たり３８時間４５分）

と定められており、原則毎週月曜日から金曜日までの、それぞれ８時３０分から１７時１

５分までの勤務となります。そのうち、１２時００分から１３時００分までの間は休憩時

間となっています。 

 

⑵ 休暇制度の概要・種類等 

職員の休暇には、年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇・組合休暇があります。 

 

⑶ 年次有給休暇の取得状況 

平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日までの一般職員の年次有給休暇の平均取

得日数は１３．２日となっています。 

 

⑷ 時間外勤務の状況 

令和元年度における一般職員の月当たり平均時間外勤務時間は、１４．４時間となって

います。 

なお、四半期ごとの時間外勤務一人当たりの月平均時間の状況は下表のとおりです。 

（単位：時間） 

年度 
第１四半期 

（４～６月） 

第２四半期 

（７～９月）

第３四半期 

（10～12 月）

第４四半期 

（１～３月） 
年間平均 

令和元年度 １６．３ １５．６ １２．３ １３．３ １４．４ 

平成３０年度 １２．５ １０．６ １３．２ １２．２ １２．１ 

※ 管理職員を除く一般職員における平均数（各期の１日時点での人数） 


